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1 人口、世帯数等の状況

(1)人口及び世帯数の推移

（単位：人） （単位：世帯）

資料：国勢調査

(2)人口推計

（単位：人）

資料：三川町人口ビジョン（H27.10策定）

日程(2) 「子ども・子育てを取り巻く状況について」
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2 児童人口等の状況

(1)児童人口の推移

（単位：人）

資料：住民基本台帳（外国人登録者数を含む、各年3月31日現在）

(2)出生数

（単位：人）

資料：山形県保健福祉統計年報
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(3)合計特殊出生率

資料：山形県少子化・次世代育成支援対策関係データ集

(4)婚姻件数と離婚件数

（単位：件）

資料：山形県保健福祉統計年報
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3 保育・教育を取り巻く状況

(1)保育教育の概況（対象：三川町民）

（単位：人）

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
みかわ保育園 7 29 41 49 126

いのこ保育園 3 19 16 15 11 12 76

町外委託 0 0 2 1 1 1 5

合計 10 48 59 65 12 13 207

資料：健康福祉課保育園係（平成31年4月1日現在）

②幼稚園の状況

4歳児 5歳児 計
みかわ幼稚園 52 53 105 4 13

資料：学校基本調査（令和元年5月1日現在）

区分
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(2)小学校の概況

（単位：人）

資料：学校基本調査（各年5月1日現在）

(3)中学校の概況

（単位：人） （単位：クラス）

資料：学校基本調査（各年5月1日現在）
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4 児童手当（子ども手当）支給状況

（単位：件・人）

3歳未満
3歳～小学
校修了前

中学校修
了前

合計

平成22年 153 578 - 731 466

平成23年 148 617 198 963 584

平成24年 164 607 196 967 584

平成25年 160 605 187 952 576

平成26年 164 600 191 955 579

平成27年 171 601 199 971 581

平成28年 178 591 197 966 576

平成29年 177 600 194 971 566

平成30年 189 588 177 954 561

平成31年 185 593 176 954 560

資料：健康福祉課（各年3月支給分）

区分

支給対象児童数

受給者数
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日
程

(3
)「
事
業
計
画
に
対
す
る
進
捗
評
価
に
つ
い
て
」

 

   １
．
幼
児
期
の
教
育
・
保
育
事
業
の
一
体
的
な
推
進

 

支
援
事
業
の
項
目

 
事
業
概
要

 
取
り
組
み
の
方
向

 
計
画
目
標
と
実
績

 
所
見

 

1
-
1
保
育
所
で
の
保
育
 

保
育
所
で
保
育
が
必
要
な

児
童
の
保
育
・
教
育
を
行
う
。
 

町
内
に
は
、
公
立
保
育
所

が
１
か
所
（
定
員

1
3
0
人
）
、

私
立
保
育
所
が
１
か
所
（
定

員
9
0
人
）
あ
る
。
 

 
入
所
者
数
は
、
町
全
体
の

出
生
数
が
減
少
し
て
い
る
た

め
、
３
歳
以
上
児
で
減
少
し

て
い
る
が
、
未
満
児
に
つ
い

て
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
 

保
育
指
導
計
画
に
そ
っ

て
、
教
育
や
地
域
の
子
育
て

支
援
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
 

 
保
育
士
の
確
保
が
緊
急
の

課
題
で
あ
り
、
保
育
士
の
適

正
配
置
を
図
る
と
と
も
に
、

臨
時
保
育
士
の
雇
用
条
件
を

向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

保
育
士
の
確
保
に
努
め
る
。
 

 
【
評
価
：
Ｂ
】
 

保
育
ニ
ー
ズ

の
高
ま
り
に
対

応
し
た
人
員
の

確
保
等
に
努
め

る
と
と
も
に
、

良
好
な
保
育
環

境
の
整
備
を
図

っ
て
い
る
。
 

 

1
-
2
乳
児
の
保
育
 

 
産
後
の
早
期
復
職
を
希
望

す
る
保
護
者
を
支
援
す
る
た

め
、
い
の
こ
保
育
園
で
は
２

か
月
児
か
ら
、
み
か
わ
保
育

園
で
は
６
か
月
児
か
ら
の
受

け
入
れ
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
年
度
途
中
か
ら
の
入
園
希

望
者
の
把
握
に
努
め
、
計
画

的
に
保
育
士
の
確
保
を
図
っ

て
い
く
。
 

1
-
3
幼
稚
園
で
の
幼
児

教
育
 

 
幼
稚
園
教
育
要
領
に
基
づ

き
、
幼
稚
園
で
児
童
の
教
育

を
行
う
。
 

 
町
内
に
は
、
公
立
幼
稚
園

が
１
か
所
（
定
員

1
5
5
人
）

と
な
っ
て
い
る
。
 

 
保
育
所
と
の
併
設
機
能
を

活
か
し
た
異
年
齢
児
間
の
交

流
を
計
画
的
に
進
め
、
保
育

所
・
幼
稚
園
の
一
貫
性
の
あ

る
保
育
や
、
よ
り
質
の
高
い

幼
児
教
育
の
提
供
に
努
め
、

小
学
校
へ
の
教
育
に
つ
な
げ

て
い
く
。
 

  

 
【
評
価
：
Ｂ
】
 

保
育
状
況
に

関
す
る
情
報
共

有
や
体
験
入
学

等
、
積
極
的
な

連
携
・
交
流
を

通
し
て
幼
児
教

育
の
質
的
向
上

を
図
っ
て
い

る
。
 

 
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

0
歳
 

4
0
人
 

4
0
人
 

3
9
人
 

4
0
人
 

1
・

2
歳
 

8
2
人
 

9
1
人
 

9
6
人
 

9
6
人
 

3
～

5
歳
 

8
4
人
 

9
1
人
 

8
3
人
 

9
1
人
 

  
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

3
～
5
歳
 

1
0
3
人
 

1
6
0
人
 

1
0
4
人
 

1
6
0
人
 

 

【
所
見
欄
の
評
価
に
つ
い
て
】
 

Ａ
 
達
成
で
き
て
い
る

 
 

 
 

 
 

 
 
Ｂ

 
概
ね
達
成
で
き
て
い
る

 

Ｃ
 
あ
ま
り
達
成
で
き
て
い
な
い

 
 

 
Ｄ

 
ま
っ
た
く
達
成
で
き
て
い
な
い
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1
-
4
認
定
こ
ど
も
園
へ

の
取
り
組
み
 

 
認
定
こ
ど
も
園
は
、
学
校

と
児
童
福
祉
施
設
の
両
方
の

性
格
を
も
つ
単
一
の
施
設
と

し
て
、
保
育
と
幼
児
期
の
学

校
教
育
を
一
体
的
に
提
供
す

る
。
 

 
認
定
こ
ど
も
園
は
、
保
護

者
の
就
労
状
況
の
変
化
等
に

よ
ら
ず
、
柔
軟
に
子
ど
も
を

受
け
入
れ
ら
れ
る
施
設
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
よ
り
質
の
高

い
幼
児
期
の
学
校
教
育
及
び

保
育
の
総
合
的
な
提
供
を
行

う
こ
と
に
つ
い
て
、
幼
保
連

携
型
認
定
子
ど
も
園
も
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
利
用
者
の

教
育
・
保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応

で
き
る
よ
う
推
進
す
る
。
 

H
3
0
 
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
 
な
し
 

【
評
価
：
Ｂ
】
 

認
定
こ
ど
も

園
へ
の
移
行
は

し
て
い
な
い

が
、
児
童
の
受

け
入
れ
は
柔
軟

に
対
応
で
き
て

い
る
。
 

 ２
．
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
推
進

 

２
－
１

 
通
所
系
事
業
 

支
援
事
業
の
項
目

 
事
業
概
要

 
取
り
組
み
の
方
向

 
計
画
目
標
と
実
績

 
所
見

 

2
-
1
-
1
時
間
外
保
育
(
延

長
保
育
)
事
業
 

 
町
内
の
す
べ
て
の
保
育
所

で
延
長
保
育
を
実
施
し
、
保

護
者
の
就
労
状
況
に
応
じ
た

子
育
て
を
支
援
す
る
。
 

 
今
後
も
継
続
し
て
事
業
を

実
施
し
て
い
く
と
と
も
に
、

み
か
わ
保
育
園
の
開
所
時
間

に
つ
い
て
は
利
用
者
の
ニ
ー

ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
努

め
る
。
 

 
【
評
価
：
Ｂ
】
 

保
護
者
の
多

様
な
生
活
ス
タ

イ
ル
や
就
労
形

態
に
伴
い
、
時
間

外
保
育
等
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
が

増
大
し
て
い
る

な
か
、
必
要
な
人

員
の
確
保
等
に

努
め
ら
な
が
ら

対
応
し
て
い
る
。
 

2
-
1
-
2
幼
稚
園
一
時
預

か
り

(
早
朝
・
延
長
保

育
)
事
業
 

 
み
か
わ
幼
稚
園
に
お
い

て
、
早
朝
と
延
長
の
預
か
り

保
育
事
業
を
行
う
こ
と
で
、

保
護
者
の
就
労
状
況
に
応
じ

た
子
育
て
を
支
援
す
る
。（
午

前
７
時

3
0
分
か
ら
の
早
朝

保
育
、
午
後
７
時
ま
で
の
延

長
保
育
を
実
施
）
 

 
今
後
も
継
続
し
て
事
業
を

実
施
し
て
い
く
と
と
も
に
、

開
所
時
間
に
つ
い
て
は
利
用

者
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
に
努
め

る
。
 

 

2
-
1
-
3
 
休
日
保
育
事
業
 

 
い
の
こ
保
育
園
で
、
保
護

者
の
就
労
状
況
に
応
じ
た
休

日
保
育
を
実
施
し
、
保
護
者

の
就
労
状
況
に
応
じ
た
子
育

て
を
支
援
す
る
。
 

 
多
様
な
就
労
形
態
に
対
応

で
き
る
よ
う
、
今
後
も
継
続

し
て
き
め
細
か
な
対
応
を
実

施
し
て
い
く
。
 

 

 
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

7
,
3
0
0
人
日
 
7
,
3
0
0
人
日
 
5
,
4
2
6
人
日
 
7
,
3
0
0
人
日
 

箇
所
数
 

 
1
か
所
 

 
1
か
所
 

 
利
用
者
数
 

備
考
 

H
3
0
実
績
 

1
7
2
人
日
 

 

  
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

4
,
7
7
0
人
日
 
7
,
0
0
0
人
日
 
5
,
1
2
4
人
日
 
7
,
0
0
0
人
日
 

箇
所
数
 

 
2
か
所
 

 
2
か
所
 

※
人
日
・
・
・
こ
こ
で
は
「
1
年
間
の
延
べ
人
数
」
の
単
位
と
し
て
使
用
し
て
い
ま
す
。
 

8



2
-
1
-
4
保
育
所
等
で
の

一
時
預
か
り
事
業
 

 
家
庭
で
一
時
的
に
保
育
が

困
難
に
な
っ
た
未
就
園
児
を

保
育
所
等
で
一
時
的
に
預
か

る
こ
と
に
よ
り
、
子
育
て
を

支
援
し
て
い
る
。
 

 
一
時
預
か
り
事
業
は
、
町

内
の
す
べ
て
の
保
育
所
で
実

施
し
て
い
る
。
 

 
保
育
の
希
望
に
応
え
ら
れ

る
よ
う
に
、
今
後
も
き
め
細

か
な
対
応
を
実
施
し
て
い

く
。
 

 
【
評
価
：
Ｂ
】
 

一
時
預
か
り

や
病
児
・
病
後
児

保
育
等
、
緊
急
ま

た
は
突
発
的
な

保
育
ニ
ー
ズ
に

対
応
で
き
る
体

制
等
を
講
じ
支

援
し
て
い
る
。
 

2
-
1
-
5
病
児
・
病
後
児
保

育
事
業
 

 
病
後
の
回
復
期
に
あ
る
児

童
の
一
時
的
な
保
育
や
、
保

育
中
に
体
調
不
良
に
な
っ
た

児
童
の
緊
急
対
応
を
保
育
所

等
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
子

育
て
を
支
援
し
て
い
る
。
 

 
い
の
こ
保
育
園
で
は
、
病

児
・
病
後
児
・
体
調
不
良
児
の

対
応
を
し
て
お
り
、
み
か
わ

保
育
園
は
体
調
不
良
児
の
対

応
を
し
て
い
る
。
 

 
働
き
な
が
ら
子
育
て
し
や

す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
、

今
後
も
き
め
細
か
な
対
応
を

実
施
し
て
い
く
。
 

 

2
-
1
-
6
子
育
て
に
対
す

る
短
期
支
援

(
短
期
入

所
生
活
援
助
、
夜
間
養

護
等
)
 

 
保
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
、
家
庭
に
お
い

て
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
が

一
時
的
に
困
難
に
な
っ
た
場

合
、
ま
た
は
経
済
的
な
理
由

等
に
よ
り
緊
急
一
時
的
に
母

子
を
保
護
す
る
こ
と
が
必
要

な
場
合
等
に
、
町
が
委
託
し

た
児
童
福
祉
施
設
等
で
、
養

育
又
は
保
護
を
行
う
。
 

 
現
在
、
２
事
業
所
に
委
託

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
利

用
実
績
は
無
い
。
 

 
今
後
も
継
続
し
て
支
援
し

て
い
く
。
 

 
【
評
価
：
Ｂ
】
 

突
発
的
な
状

況
時
に
緊
急
一

時
的
に
親
子
を

保
護
、
ま
た
は
養

育
を
行
う
た
め
、

継
続
が
必
要
で

あ
る
。
 

 
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

2
0
0
人
日
 
1
,
5
0
0
人
日
 

1
5
1
人
日
 
1
,
5
0
0
人
日
 

箇
所
数
 

 
1
か
所
 

 
1
か
所
 

  
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

1
3
0
人
日
 

5
5
0
人
日
 

2
6
5
人
日
 

5
5
0
人
日
 

箇
所
数
 

 
2
か
所
 

 
2
か
所
 

 
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

2
人
日
 

2
人
日
 

0
人
日
 

2
人
日
 

箇
所
数
 

 
2
か
所
 

 
2
か
所
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2
-
1
-
7
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業

(
学
童
保

育
所
の
運
営
支
援
)
 

 
放
課
後
児
童
の
健
全
な
育

成
を
目
的
と
し
た
学
童
保
育

所
の
運
営
主
体
に
対
し
、
保

育
所
運
営
や
行
事
等
実
施
の

支
援
と
、
適
切
な
情
報
を
提

供
し
て
い
る
。
 

 
み
か
わ
学
童
保
育
所
運
営

協
議
会
に
対
し
て
、
活
動
場

所
の
無
償
貸
与
と
運
営
費
補

助
金
の
交
付
を
行
っ
て
い

る
。
 

   

 
活
動
場
所
の
建
物
が
老
朽

化
し
て
い
る
こ
と
や
、
利
用

児
童
数
の
増
加
に
伴
い
ス
ペ

ー
ス
が
手
狭
に
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
な
ど
が
課
題
と
な

っ
て
お
り
、
建
物
の
老
朽
化

対
策
や
利
用
児
童
数
の
増
加

に
対
応
し
た
対
策
を
推
進
し

て
い
く
。
 

 
【
評
価
：
Ｂ
】
 

事
業
運
営
主

体
に
対
す
る
支

援
と
と
も
に
、
建

物
の
老
朽
化
対

策
と
し
て
新
た

な
活
動
場
所
の

整
備
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
 

2
-
1
-
8
地
域
子
育
て
支

援
拠
点
事
業

(
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
等
)
 

 
み
か
わ
保
育
園
の
中
に
、

三
川
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ

ー
を
設
置
し
、
保
育
所
や
幼

稚
園
等
に
入
所
し
て
い
な
い

児
童
を
対
象
に
し
た
、
子
育

て
支
援
事
業

(
あ
そ
び
の
広

場
・
ぴ
よ
ぴ
よ
広
場
等
)
及
び

子
育
て
相
談
を
行
っ
て
い

る
。
 

 
利
用
者
の
増
加
に
伴
い
活

動
場
所
が
手
狭
に
な
っ
て
き

て
い
る
た
め
、
み
か
わ
保
育

園
・
幼
稚
園
の
遊
戯
室
等
も

活
用
し
な
が
ら
事
業
実
施
し

て
い
る
が
、
今
後
も
利
用
状

況
に
合
わ
せ
て
園
施
設
等
を

活
用
し
、
き
め
細
か
な
対
応

を
実
施
し
て
い
く
。
 

 
雨
の
日
等
も
遊
べ
る
自
由

来
館
型
の
常
設
施
設
設
置
の

要
望
も
あ
る
た
め
、
施
設
整

備
に
向
け
て
基
本
的
な
方
向

性
を
示
し
て
い
く
。
 

 

 
【
評
価
：
Ｂ
】
 

育
児
相
談
等

の
子
育
て
支
援

と
と
も
に
、
新
た

な
活
動
場
所
の

整
備
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
 

 

     

 
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

(
低
学
年

)
 

8
6
人
 

8
0
人
 

8
5
人
 

8
0
人
 

提
供
量
 

(
高
学
年
)
 

1
0
人
 

1
0
人
 

箇
所
数
 

 
1
か
所
 

 
1
か
所
 

  
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

5
,
0
0
0
人
日
 
5
,
0
0
0
人
日
 
6
,
7
8
9
人
日
 
6
,
7
8
9
人
日
 

箇
所
数
 

 
1
か
所
 

 
1
か
所
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２
－
２

 
訪
問
系
事
業
 

支
援
事
業
の
項
目

 
事
業
概
要

 
取
り
組
み
の
方
向

 
計
画
目
標
と
実
績

 
所
見

 

2
-
2
-
1
 
乳
児
家
庭
全
戸

訪
問
事
業
 

生
後
４
か
月
ま
で
の
乳

児
の
い
る
家
庭
を
訪
問
し
、

育
児
に
関
す
る
不
安
や
悩

み
の
傾
聴
・
相
談
、
子
育
て

支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
、

乳
児
及
び
保
護
者
の
心
身

の
状
況
や
養
育
環
境
等
の

把
握
、
支
援
が
必
要
な
家
庭

に
対
す
る
提
供
サ
ー
ビ
ス

の
検
討
・
関
係
機
関
と
の
連

絡
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
特
に
生
後
２
か
月
頃
ま

で
の
乳
児
訪
問
に
努
め
、
発

育
発
達
の
確
認
、
相
談
・
指

導
、
予
防
接
種
の
説
明
、
産

後
の
う
つ
予
防
等
、
き
め
細

か
な
対
応
を
行
っ
て
お
り
、

長
期
里
帰
り
等
の
乳
児
に

対
し
て
は
、
里
帰
り
先
の
市

町
村
と
連
携
を
図
り
対
応

し
て
い
る
。
 

 
今
後
も
継
続
し
て
き
め

細
か
な
対
応
を
し
て
い
く
。
 

   

【
評
価
：
Ａ
 
】
 

出
生
届
出
受

理
後
、
早
期
に
母

に
連
絡
を
と
り
、

訪
問
日
を
調
整

し
実
施
し
て
い

る
。
 

2
-
2
-
2
 
養
育
支
援
訪
問

事
業
 

 
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
い
る

家
庭
で
、
養
育
支
援
が
特
に

必
要
な
家
庭
を
訪
問
し
、
養

育
に
関
す
る
指
導
・
助
言
等

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
家
庭

に
お
け
る
適
切
な
養
育
の

実
施
を
支
援
し
て
い
る
。
 

 
家
庭
背
景
が
多
様
化
・
複

雑
化
し
て
お
り
、
個
々
の
家

庭
に
合
わ
せ
て
き
め
細
か

に
対
応
し
て
い
く
。
 

   

【
評
価
：
Ａ
】
 

育
児
不
安
や

高
ス
ト
レ
ス
等

の
支
援
が
必
要

な
家
庭
に
対
し

て
、
関
係
機
関
と

連
携
を
図
り
な

が
ら
対
応
し
て

い
る
。
 

   

 
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

6
5
人
 

6
5
人
 

6
1
人
 

6
1
人
 

  
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

8
人
 

8
人
 

1
3
人
 

1
3
人
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２
－
３

 
そ
の
他
の
事
業
 

支
援
事
業
の
項
目

 
事
業
概
要

 
取
り
組
み
の
方
向

 
計
画
目
標
と
実
績

 
所
見

 

2
-
3
-
1
 
地
域
に
お
け
る

子
育
て
の
支
援

(
フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
)
 

 
地
域
の
中
で
、
子
育
て
の

援
助
を
受
け
た
い
人
と
、
子

育
て
を
支
援
で
き
る
人
に

よ
る
会
員
制
の
事
業
で
す

が
、
こ
れ
ま
で
町
単
独
で
の

事
業
化
に
は
至
っ
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
子
育
て
の
援

助
を
受
け
た
い
場
合
は
、
庄

内
地
区
広
域
で
の
事
業
利

用
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
子
育
て
を
支
援
で
き
る

人
の
確
保
が
課
題
と
な
っ

て
き
て
い
る
た
め
、
今
後
は

利
用
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努

め
、
必
要
に
応
じ
て
事
業
を

推
進
し
て
い
く
。
 

H
3
0
 
 
町
単
独
事
業
 
な
し
 

【
評
価
：
Ｃ
】
 

庄
内
北
部
・
南

部
の
定
住
自
立

圏
の
形
成
に
関

す
る
協
定
等
に

よ
り
、
酒
田
市
、

鶴
岡
市
、
庄
内
町

の
事
業
を
利
用

で
き
る
体
制
で

あ
る
が
、
町
内
に

お
け
る
支
援
を

受
け
た
い
人
と

支
援
で
き
る
人

の
数
の
バ
ラ
ン

ス
が
課
題
で
あ

る
。
 

2
-
3
-
2
 
妊
婦
健
康
診
査
 

妊
娠
中
の
健
康
管
理
の

充
実
と
妊
婦
健
診
に
係
る

費
用
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
、
妊
婦
一
般
健
康
診
査

（
1
4
回
）
、
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
１

抗
体
検
査
、
子
宮
頸
が
ん
検

査
、
ク
ラ
ミ
ジ
ア
抗
原
検

査
、
超
音
波
検
査
(
特
定

)
に

対
す
る
費
用
を
助
成
し
て

い
る
。
 

 
母
子
健
康
手
帳
交
付
時

に
妊
婦
健
診
受
診
券
を
交

付
し
て
お
り
、
定
期
的
な
健

診
受
診
と
妊
娠
中
の
健
康

管
理
に
役
立
っ
て
い
る
。
 

 
検
診
結
果
で
尿
蛋
白
、
尿

糖
、
浮
腫
等
の
経
過
観
察
を

要
す
る
所
見
、
貧
血
や
切
迫

早
産
等
の
治
療
を
要
す
る

所
見
等
、
妊
娠
中
の
健
康
や

胎
児
へ
の
影
響
が
心
配
さ

れ
る
妊
婦
に
対
し
て
は
、
医

療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ

り
き
め
細
か
な
対
応
を
実

施
し
て
い
く
。
 

 
【
評
価
：
Ａ
】
 

妊
婦
健
康
診

査
受
診
者
数
が

計
画
値
よ
り
減

少
し
た
が
、
利
用

率
は

1
0
0
％
で
、

妊
婦
の
健
康
管

理
や
不
安
軽
減

に
つ
な
が
っ
て

い
る
。
 

  

 
H
3
0
計
画
 

H
3
0
実
績
 

見
込
み
 

確
保
策
 

利
用
数
 

確
保
数
 

提
供
量
 

1
0
0
人
 

1
0
0
人
 

9
2
人
 

9
2
人
 

回
数
 

1
4
回
 

1
4
回
 

1
4
回
 

1
4
回
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３
．
仕
事
と
生
活
の
調
和
の
促
進

 

支
援
事
業
の
項
目

 
事
業
概
要

 
取
り
組
み
の
方
向

 
計
画
目
標
と
実
績

 
所
見

 

3
-
1
 
町
内
事
業
所
へ
の

周
知
・
働
き
か
け
 

 
仕
事
と
生
活
の
調
和
の

実
現
に
向
け
、
町
内
に
事
業

所
を
要
す
る
事
業
主
に
対

し
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策

推
進
法
に
基
づ
く
一
般
事

業
主
行
動
計
画
の
策
定
並

び
に
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の

活
用
に
つ
い
て
働
き
か
け
、

次
世
代
育
成
支
援
対
策
に

対
す
る
労
働
者
、
事
業
主
、

地
域
住
民
の
意
識
改
革
に

関
す
る
広
報
・
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
る
。
 

 
よ
り
効
果
的
な
情
報
提

供
方
法
に
よ
り
、
一
層
の
制

度
の
周
知
に
努
め
て
い
く
。
 

町
広
報
紙
へ
の
掲
載
や
施
設
内
へ
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
な
ど
に
よ

り
広
報
・
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
 

【
評
価
：
Ｂ
】
 

今
後
も
継
続

し
た
取
り
組
み

が
必
要
で
あ
る
。
 

 

3
-
2
 
仕
事
と
子
育
て
と

の
両
立
に
向
け
た
各
種

支
援
施
策
の
周
知
 

 
国
、
県
及
び
関
係
機
関
が

実
施
し
て
い
る
、
仕
事
と
子

育
て
の
両
立
支
援
事
業
や

助
成
金
・
奨
励
金
制
度
の
情

報
を
提
供
し
、
子
育
て
し
や

す
い
職
場
づ
く
り
を
支
援

し
て
い
る
。
 

 
よ
り
効
果
的
な
情
報
提

供
方
法
に
よ
り
、
一
層
の
制

度
の
周
知
に
努
め
て
い
く
。
 

町
広
報
紙
へ
の
掲
載
や
施
設
内
へ
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
な
ど
に
よ

り
広
報
・
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
 

【
評
価
：
Ｂ
】
 

今
後
も
継
続

し
た
取
り
組
み

が
必
要
で
あ
る
。
 

3
-
3
 
女
性
に
対
す
る
就

業
の
支
援
 

 
女
性
の
雇
用
に
積
極
的

な
企
業
の
求
人
の
掘
り
起

し
や
情
報
提
供
の
強
化
の

ほ
か
、
農
業
を
基
軸
と
し
た

産
業
連
携
に
よ
り
地
場
産

業
を
育
成
す
る
な
ど
、
雇
用

機
会
の
拡
充
に
努
め
て
い

る
。
 

 
地
場
産
業
の
創
出
を
目

指
し
た
持
続
的
な
取
り
組

み
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
も

継
続
し
て
雇
用
機
会
の
創

出
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
く
。
 

町
広
報
紙
へ
の
掲
載
や
施
設
内
へ
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
な
ど
に
よ

り
広
報
・
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
男
女
共
同
参
画
事
業
と
し
て
、

周
辺
市
町
と
協
力
し
て
講
演
会
を
開
催
し
て
い
る
。
 

【
評
価
：
Ｂ
】
 

今
後
も
継
続

し
た
取
り
組
み

が
必
要
で
あ
る
。
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４
．
そ
の
他
の
支
援
事
業
の
推
進

 

４
－
１

 
子
育
て
家
庭
に
対
す
る
経
済
的
支
援

 

支
援
事
業
の
項
目

 
事
業
概
要

 
取
り
組
み
の
方
向

 
計
画
目
標
と
実
績

 
所
見

 

4
-
1
-
1
 
出
産
育
児
一
時

金
の
支
給
 

 
三
川
町
国
民
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
の

出
産
に
か
か
る
経
費
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
出
産

育
児
一
時
金
を
支
給
し
て

い
る
。
 

 
今
後
も
健
康
保
険
法
同

様
の
基
準
に
よ
り
支
給
し

て
い
く
。
 

 
【
評
価
：
Ａ
】
 

達
成
で
き
て

い
る
。
 

4
-
1
-
2
 
児
童
手
当
の
支

給
 

 
家
族
等
に
お
け
る
生
活

の
安
定
と
次
代
の
社
会
を

担
う
児
童
の
健
や
か
な
成

長
の
た
め
、
児
童
手
当
を
支

給
し
て
い
る
。
 

 
今
後
も
継
続
し
て
支
援

し
て
い
く
。
 

 
【
評
価
：
Ａ
】
 

達
成
で
き
て

い
る
。
 

4
-
1
-
3
 
要
保
護
・
準
要
保

護
児
童
・
生
徒
の
就
学
支

援
 

 
経
済
的
な
理
由
で
就
学

困
難
と
な
る
恐
れ
が
あ
る

児
童
・
生
徒
の
保
護
者
に
対

し
て
、
給
食
費
・
学
用
品
費

の
一
部
を
援
助
す
る
こ
と

に
よ
り
、
就
学
を
支
援
し
て

い
る
。
 

 
増
加
傾
向
に
あ
る
準
要

保
護
児
童
・
生
徒
を
支
援
す

る
た
め
、
関
係
機
関
と
の
連

携
を
図
る
と
と
も
に
制
度

の
周
知
に
努
め
て
い
く
。
 

 
【
評
価
：
Ｂ
】
 

今
後
も
継
続

し
た
取
り
組
み

が
必
要
で
あ
る
。
 

 

 
件
数
 

給
付
額
 

備
考
 

H
3
0
実
績
 

3
件
 

1
,
2
6
0
,
0
0
0
円
 

4
2
0
,
0
0
0
円
/
件
 

  
人
数
 

援
助
費
 

備
考
 

小
学
校
 

1
2
人
 

1
,
1
6
0
,
6
9
3
円
 

 

中
学
校
 

7
人
 

1
,
0
0
9
,
1
3
6
円
 

 

  
件
数
 

支
給
額
 

備
考
 

H
3
0
実
績
 

1
1
,
2
2
1
件
 
1
2
7
,
0
8
5
,
0
0
0
円
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日程(4)「子ども・子育て支援事業計画の変更について」 

三川町子ども・子育て支援事業計画の一部を下記のとおり変更する。 
改正日：令和元年 8月 日 

旧 

P46 

第 3章 事業の計画目標 

1.教育・保育事業の確保策（変更箇所のみ抜粋） 

  

新 

P46 

第 3章 事業の計画目標 

1.教育・保育事業の確保策（変更箇所のみ抜粋） 

  
 

１号

3～5歳 0歳 1・2歳

教育 教育 保育 保育 保育

96人 5人 82人 43人 80人

保育所 70人 25人 55人 ○ 1か所

認定こども園 5人 21人 18人 36人 ○ 1か所

幼稚園 155人 ○ 1か所

小規模保育事業 ×

家庭的保育事業 ×

居宅訪問型保育 ×

事業所内保育 ×

×

×確認を受けない幼稚園

101人

160人

施設型

給付

実施の

有無 箇所数

確保策

確保策のまとめ

令和元年度

量の見込み

地域型保育

給付

認可外保育施設

２号 ３号

提供体制

3～5歳

205人

225人

１号

3～5歳 0歳 1・2歳

教育 教育 保育 保育 保育

96人 5人 82人 43人 112人

保育所 70人 25人 76人 ○ 1か所

認定こども園 5人 21人 18人 36人 ○ 1か所

幼稚園 155人 ○ 1か所

小規模保育事業 ×

家庭的保育事業 ×

居宅訪問型保育 ×

事業所内保育 ×

×

×

実施の

有無 箇所数

101人 237人

確保策

確保策のまとめ 160人 246人

施設型

給付

地域型保育

給付

令和元年度

量の見込み

認可外保育施設

確認を受けない幼稚園

２号 ３号

提供体制

3～5歳
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旧 

P47 

第 3章 事業の計画目標 

2.地域子ども・子育て支援事業の確保策（変更箇所のみ抜粋） 

  

新 

P47 

第 3章 事業の計画目標 

2.地域子ども・子育て支援事業の確保策（変更箇所のみ抜粋） 

   

実施

有無
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

量の見込み 1,630人日 1,570人日 2,800人日 5,000人日 5,000人日

提供量 1,800人日 2,000人日 3,300人日 5,000人日 5,000人日

箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

＜１号認定＞ 24,615人日 5,080人日 6,600人日 7,300人日 7,300人日

＜２号認定＞ 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

提供量 24,650人日 6,800人日 6,800人日 7,300人日 7,300人日

箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

量の見込み 370人日 370人日 140人日 130人日 130人日

提供量 500人日 500人日 550人日 550人日 550人日

箇所数 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所

量の見込み 618人日 598人日 160人日 200人日 200人日

提供量 1,400人日 1,450人日 1,500人日 1,500人日 1,500人日

箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

量の見込み 4人 4人 4人 8人 8人

確保策 提供量 ○ 4人 4人 4人 8人 8人
養育支援訪問事業

病児病後児保育

事業 病児病後児保育 確保策 ○

○

一時預かり事業

（在園児対象）

量の見込み

確保策 ○

一時預かり（幼稚園以外） 確保策 ○

一時預かり事業

（幼稚園以外）等

地域子育て支援拠点事業
確保策

実施

有無
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

量の見込み 1,630人日 1,570人日 2,800人日 5,000人日 6,800人日

提供量 1,800人日 2,000人日 3,300人日 5,000人日 6,800人日

箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

＜１号認定＞ 24,615人日 5,080人日 6,600人日 7,300人日 5,500人日

＜２号認定＞ 0人日 0人日 0人日 0人日 0人日

提供量 24,650人日 6,800人日 6,800人日 7,300人日 7,300人日

箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

量の見込み 370人日 370人日 140人日 130人日 270人日

提供量 500人日 500人日 550人日 550人日 550人日

箇所数 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所

量の見込み 618人日 598人日 160人日 200人日 160人日

提供量 1,400人日 1,450人日 1,500人日 1,500人日 1,500人日

箇所数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

量の見込み 4人 4人 4人 8人 13人

確保策 提供量 ○ 4人 4人 4人 8人 13人

確保策 ○

地域子育て支援拠点事業
確保策 ○

病児病後児保育 確保策 ○

一時預かり事業

（在園児対象）

量の見込み

確保策 ○

一時預かり（幼稚園以外）

一時預かり事業

（幼稚園以外）等

病児病後児保育

事業

養育支援訪問事業
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日程(5) 第２期三川町子ども・子育て支援事業計画の策定について  
１ 子ども・子育て支援事業計画の策定の趣旨等                          

■計画の趣旨 

市町村における子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づき、５年間を計画

期間として、幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての量の見込みと提供体制の確保

についての計画を基本としながら、すべての市町村で作成することが必要とされています。 

三川町の現在の計画（第１期）は、平成２７年度～令和元年度が対象年度となっており、令和２

年度～令和６年度を対象とした第２期計画を策定していくことが必要となります。 

■「子ども・子育て支援法」の基本理念 

（１） 子ども・子育て支援法は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい

う基本認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員

が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わなければならない。 

（２）子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健や

かに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければならない。 

（３）子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効

率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。 

■計画の位置付け 

市町村における子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法第６１条を策定根拠とし

ています。 

計画は、本町が今後進める子ども・子育て施策の基本的な方向や目標を示すものです。また、計

画の一部を、次世代育成支援対策推進法に基づく町の次世代育成支援行動計画に位置付けます。な

お、計画の策定にあたっては、上位計画及び関連する各個別の計画との整合を図ります。 

 

 

  

子ども・子育て支援事業計画 
（新・放課後子どもプランを含む） 
（次世代育成支援行動計画に位置付け） 

山
形
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画 

三川町総合計画（上位計画） 
三川町地域福祉計画 

三川町健康づくり計画 

三川町母子保健計画 三川町子ども読書活動

推進計画 

三川町幼児教育・ 

学校教育推進全体構想 

三川町障害者計画 

町の子ども・ 

子育て支援に 

関連する個別計画 

三川町障害福祉計画・ 

三川町障害児福祉計画 
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２ 第２期計画の期間                                          

第２期三川町子ども・子育て支援事業計画の計画期間は、令和２年度から令和６年度までの５年

を１期として策定します。 

 

３ 第２期計画の構成                                          

第１期三川町子ども・子育て支援事業計画の構成を基本とし、これに次の事項を反映して策定し

ます。 

① 平成 31年 1月実施の町ニーズ調査の結果 

② 国が示す基本指針や量の見込みの算出等の考え方の改定 

③ 関連法令や要領・指針の改定 

④ 町の関連計画の追加・変更 

⑤ 町が実施している事業の反映 

 

４ 第２期計画の体系                                          

計画の体系は、第１期三川町子ども・子育て支援事業計画に引き続き、次の３つの計画を一体的

に策定します。 

① 子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」 

② 新・放課後子ども総合プランに基づく「行動計画」 

③ 次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画」 

 

（イメージ）  
    

第１期 
三川町子ども・子育て支援事業計画 
（平成 27年度～令和元年度） 

 

①子ども・子育て支援事業計画 

②放課後子どもプラン 

③次世代育成支援継承計画 

町ニーズ調査の結果 国の基本指針の改正 

量の見込みの改定 

町関連事業の反映 

・子育て交流施設 

・母子健康包括支援センター 

・その他個別事業の見直し 

関連法令等の策定・改定 

・子ども・子育て支援法 

・児童福祉法 

・児童虐待法 

・新・放課後子ども総合プ
ランの策定 

・登下校防犯プラン 

・未就学児等及び高齢者の
交通安全緊急対策 

・住生活基本計画 

・育児・介護休業法 

・働き方改革関連法 

・幼児教育・保育の無償化 

第２期三川町子ども・子育て支援事業計画 
（令和 2年度～令和 6年度） 

①子ども・子育て支援事業計画 ②新・放課後子ども総合プラン ③次世代育成支援行動計画 

町関連計画の追加・変更 

・町障害福祉計画 

・町障害児福祉計画 
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５ 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正（案）                    

国では、市町村計画・都道府県計画の作成に関する事項について定める「子ども・子育て支援法

に基づく基本指針」について、次の内容で改正する予定です。そのため、これから策定する「第２

期三川町子ども・子育て支援事業計画」についてもこの改正の内容を反映していきます。 

 

①「新・放課後子ども総合プラン」の策定に伴う追記 

②児童福祉法改正等を受けた児童虐待防止対策・社会的養育の見直しに伴う追記 

③その他制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるための追記・改正 

 ・教育・保育に関する専門性を有する指導主事・幼児教育アドバイザーの配置・確保等 

 ・児童福祉法に基づく障害児福祉計画と調和を保つべき計画として明記 

 ・幼稚園の利用希望及び保育を必要とする者の預かり保育の利用希望に対応できるよう、適

切に量を見込み、確保の内容について公立幼稚園の入園対象年齢の引下げ等も含め検討 

 ・国際化の進展に伴い、保護者及び教育・保育施設等に対しての必要な支援 

 ・医療的ケアが必要な児童の支援のための総合的な支援体制の構築 

④幼児教育・保育の無償化の実施のための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

※この内容は令和元年 6月 25日に示された改正案であり、今後変更される場合があります。 

 

６ 第２期計画の基本理念                                   

第１期三川町子ども・子育て支援事業計画における基本理念は、国の基本指針に示された考え

方を踏まえ、子どもの最善の利益の実現、自助・共助・公助に基づく地域全体で子どもや子育て

家庭を支える社会の構築を目指すこととしており、第２期においてもこの基本的考え方のもと、

次の基本理念を継続して推進していきます。 

 

 

＜三川町子ども・子育て支援事業計画 基本理念＞ 

すべての子どもの幸せの実現に向けて、地域のすべての人ができること

を行い、子どもと子育て家庭を地域社会全体で支援していくまちづくりを

推進していきます。 
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７ 第２期計画の計画策定スケジュール                            

時 期 内 容 

平成 31年 1月～2月 

 

令和元年 7月 30日 

 

    8月 5日 

 

    8月中旬～ 

 

 

令和 2年 1月下旬 

 

    2月上旬 

 

    2月下旬 

 

    3月上旬 

 

    3月中旬 

 

    3月下旬 

 

    4月 15日 

ニーズ調査のための「子ども・子育て支援に関するアンケート」実施 

 

第 1回三川町子ども・子育て支援推進本部会議 

 

第 1回三川町子ども・子育て会議 

 

事務局において計画案の作成 

ニーズ調査結果を町ホームページに掲載 

 

第 2回三川町子ども・子育て支援推進本部会議 

 

第 2回三川町子ども・子育て会議 

 

パブリックコメントの実施 

 

（計画に修正が発生する場合は、郵送により文書協議） 

 

第 2期子ども・子育て支援事業計画の確定、印刷・製本 

 

計画書を関係者に配布、町ホームページに掲載 

 

町広報 4月 15日号に掲載 

  

20


